
（お知らせ） 
水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について 

（報告案）に対する意見の募集（パブリックコメント）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 意見募集の概要について 

平成22年４月28日に成立、５月10日に公布された、改正後の水質汚濁防止法にお

いては、公共用水域に多量に排出されることにより人の健康又は生活環境に係る被害を

生ずるおそれがある物質を製造等する施設を設置する工場又は事業場の設置者に対し、

事故によりこれらの物質を含む水が排出された場合等における応急の措置及び都道府

県知事への届出を新たに義務付けることとしています。 

平成22年10月14日付け諮問第296号により、中央環境審議会に対してなされた「水

質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について（諮問）」について、平

成22年10月より排水規制等専門委員会において検討を行い、今般、別添のとおり報告

（案）が取りまとめられましたので、本案について、広く国民の皆様からの御意見をお

聴きするため、パブリックコメントを実施いたします。同専門委員会においては、頂い

た御意見を考慮し、報告案を最終的に取りまとめる予定です。 

 

２ 意見提出について（詳細は御意見募集要項参照） 

提出期限：平成23年１月24日（月） 

提出方法：御意見募集要項参照 

 

３ 添付資料 

 ・御意見募集要項 

 ・水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について（報告案） 

  ・別添１ 

 ・別添２ 

中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会では、水質汚濁防止法に基づく事故

時の措置及びその対象物質について、報告案を取りまとめました。 

 本報告案について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成22 年12月24

日（金）から平成 23 年 1 月 24 日（月）までの間、パブリックコメントを実施いたしま

す。 

平成22年12月24日（金） 

中央環境審議会水環境部会 

排水規制等専門委員会事務局 

（環境省水・大気環境局水環境課） 

直通：03-5521-8314 

代表：03-3581-3351 

課長：吉田 延雄（内線6610） 

補佐：富坂 隆史（内線6613） 

担当：鈴木 晶 （内線6626） 
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【御意見募集要項】 

 

１．意見募集対象 

 「水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について」（報告案） 

 

２．募集期間 

 平成22年12月24日（金）～平成23年１月24日（月） 

 (郵送の場合は平成23年１月24日（月）必着でお願いします。) 

 

３．提出方法 

 【意見提出用紙】の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。 

（１）郵送：下記【意見提出用紙】の様式に従って提出してください。 

（２）ファクシミリ：下記【意見提出用紙】の様式に従って提出してください。 

（３）電子メール：下記【意見提出用紙】の項目に従い、メール本文に記載して、

テキスト形式で送付してください。（添付ファイルによる御意見の提出は御遠

慮願います）。 

※お電話での御意見はお受けすることができませんので、あらかじめ御了承下さい。 

 

【意見提出用紙】 

宛先：環境省水・大気環境局水環境課あて 

 

件名：「水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について」（報告案

）に対する意見 

 

住所：〒 

 

氏名（職業）： 

 

年齢及び性別： 

 

電話番号： 

 

意見： 

 

 ＜該当箇所＞ 

 （資料のどの部分についての意見か該当箇所が分かるように明記して下さい。） 

 

 ＜意見内容＞ 

 

 ＜理由＞ 

 （可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。） 
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※法人の場合は、法人名・所在地を明記してください。 

 

４ 意見提出先 

 ○ 郵送の場合 

   〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 

   環境省水・大気環境局水環境課環境基準係あて 

 ○ ファクシミリの場合 Fax：03-3593-1438 

 ○ 電子メールの場合  電子メールアドレス：mizu-kikaku@env.go.jp 

 

５ 資料の入手方法 

 ○ インターネットによる閲覧 

   環境省ホームページ（アドレス http://www.env.go.jp/info/iken.html） 

 ○ 環境省水・大気環境局水環境課において資料配布 

 場所：東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎第５号館23階2301号 

 ○ 郵送による送付 

 郵送による送付を希望される方は、390円切手を添付した返信用封筒（A4版の冊

子が折らずに入るもの。郵便番号、住所、氏名を必ず明記。）を同封の上、上記「４．

意見提出先」の郵送の場合の宛先まで送付してください。 

 

６ 注意事項 

○ 御意見は、日本語で御提出ください。 

○ 電話での御意見の提出は御遠慮願います。 

○ 御意見に対する個別の回答はいたしかねますので御了承願います。 

○  頂いた御意見については、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを

除き公開される可能性のあることを御承知おきください。（公表の際に匿名を希望

される場合は、意見提出時にその旨書き添えてください。） 


